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改正案

（出典　政府税制調査会一部加筆）

前々期 A
売上 900 万円

前期 B
売上 3,000 万円

当期 C
売上 3,000 万円

翌期D

B 期の課税売上高が上半期で1000万円を超える場合には、翌期 Cから
課税事業者とする。ただし、課税売上高に代えて上半期の支払給与の額
で判定することもできる。
※平成 24 年 10月1日以降開始する課税期間から適用する。

〔免税〕 課税 課税

は
じ
め
に

消
費
税
に
つ
い
て
は
、
平
成

２２
年
度
に
続
い
て
、
２２
年
１２
月

１６
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
平

成
２３
年
度
税
制
改
正
大
綱
」
に

よ
り
①
事
業
者
免
税
点
の
見
直

し
、
②
課
税
売
上
割
合
９５
％
以

上
の
場
合
の
仕
入
税
額
控
除
の

適
用
対
象
者
の
限
定
、
③
仕
入

税
額
控
除
に
関
す
る
明
細
書
添

付
の
義
務
化
、
④
消
費
税
の
不

正
還
付
の
未
遂
罪
の
創
設
、
⑤

更
正
又
は
決
定
に
基
づ
く
仕
入

控
除
税
額
及
び
中
間
納
付
額
の

還
付
に
係
る
還
付
加
算
金
の
計

算
期
間
に
つ
い
て
の
改
正
が
行

わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
項

目
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
、
実

務
上
の
問
題
点
及
び
そ
の
対
応

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

１

事
業
者
免
税
点
の

見
直
し
（
消
法
９
）

現
行
消
費
税
で
は
、
消
費
税

の
納
税
義
務
の
判
定
は
基
準
期

間
の
課
税
売
上
高
１
０
０
０
万

円
に
よ
る
こ
と
か
ら
、
基
準
期

間
の
課
税
売
上
高
が
な
い
事
業

者
に
つ
い
て
は
２
年
間
免
税
事

業
者
と
な
る
。
つ
ま
り
、
個
人

事
業
者
は
事
業
開
始
年
及
び
そ

の
翌
年
、
新
設
法
人
以
外
の
法

人
は
設
立
事
業
年
度
及
び
翌
事

業
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
免
税
事
業

者
と
な
る
。
今
回
の
事
業
者
免

税
点
の
改
正
は
、
消
費
税
の
課

税
事
業
者
の
判
定
が
こ
の
よ
う

な
基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
を

基
準
と
し
て
い
る
こ
と
を
悪
用

し
た
脱
法
行
為
を
防
止
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。（
平
成
１８
年

６
月
１６
日
開
催
の
政
府
税
制
調

査
会
第
５６
回
基
礎
問
題
小
委
員

会
提
出
資
料
参
照
）
。

こ
う
し
た
手
口
に
よ
る
消
費

税
の
不
当
な
回
避
に
対
処
す
る

た
め
、
そ
の
年
が
免
税
事
業
者

で
あ
る
個
人
に
つ
い
て
は
そ
の

前
年
の
課
税
売
上
高
、
そ
の
事

業
年
度
が
免
税
事
業
者
で
あ
る

法
人
に
つ
い
て
は
、
前
事
業
年

度
の
課
税
売
上
高
の
そ
れ
ぞ
れ

一
定
額
を
基
準
と
し
て
そ
の
課

税
期
間
か
ら
課
税
事
業
者
と
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

�

個
人
事
業
者

個
人
事
業
者
の
そ
の
年
（
上

図
Ｃ
）
の
前
年
（
上
図
Ｂ
）
１

月
１
日
か
ら
６
月
３０
日
ま
で
の

間
（
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

の
課
税
売
上
高
（
短
期
の
課
税

期
間
を
選
択
し
て
い
る
場
合
に

は
、
特
定
期
間
に
帰
属
す
る
課

税
期
間
の
課
税
売
上
高
の
合
計

額
）
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え

る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
年
（
上
図
Ｃ
）
か
ら
消

費
税
の
課
税
事
業
者
と
な
る
。

な
お
、
年
の
途
中
で
売
上
高

を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
個

人
事
業
者
に
配
慮
し
、
課
税
売

上
高
に
代
え
て
特
定
期
間
に
お

け
る
所
得
税
法
に
規
定
す
る
給

与
等
の
支
払
明
細
書
の
支
払
合

計
額
で
判
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

�

法
人

法
人
に
つ
い
て
は
、
事
業
年

度
が
１
年
以
外
の
場
合
も
あ
る

こ
と
か
ら
次
に
よ
り
判
定
す
る
。

イ

事
業
年
度
が
７
月
超
の

場
合

法
人
の
そ
の
事
業
年
度
（
上

図
Ｃ
）
の
前
事
業
年
度
（
上
図

Ｂ
）
開
始
の
日
か
ら
６
月
間
（
特

定
期
間
）
の
課
税
売
上
高
（
短

期
の
課
税
期
間
を
選
択
し
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
特
定
期
間

に
帰
属
す
る
課
税
期
間
の
課
税

売
上
高
の
合
計
額
）
が
１
０
０

０
万
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業

年
度
（
上
図
Ｃ
）
か
ら
消
費
税

の
課
税
事
業
者
と
な
る
。

ロ

事
業
年
度
が
７
月
以
下

の
場
合

法
人
の
そ
の
事
業
年
度
（
上

図
Ｃ
）
の
前
事
業
年
度
（
上
図

Ｂ
）
が
７
月
以
下
の
場
合
で
、

そ
の
事
業
年
度
（
上
図
Ｃ
）
の

前
１
年
内
に
開
始
し
た
前
々
事

業
年
度
（
上
図
Ａ
）
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
前
々
事
業
年
度

（
上
図
Ａ
）
の
開
始
の
日
か
ら

６
月
間
の
課
税
売
上
高
（
そ
の

前
々
事
業
年
度
が
５
月
以
下
の

場
合
に
は
、
そ
の
前
々
事
業
年

度
の
課
税
売
上
高
を
い
い
、
短

期
の
課
税
期
間
を
選
択
し
て
い

る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
に
帰

属
す
る
課
税
期
間
の
課
税
売
上

高
の
合
計
額
）
が
１
０
０
０
万

円
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
事
業
年
度

（
上
図
Ｃ
）
か
ら
消
費
税
の
課

税
事
業
者
と
な
る
。

ハ

売
上
高
の
把
握
が
困
難

な
場
合

イ
又
は
ロ
の
場
合
に
お
い

て
、
中
間
決
算
を
採
用
し
て
い

な
い
中
小
零
細
企
業
で
は
そ
の

特
定
期
間
中
に
売
上
高
を
把
握

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

に
は
、
個
人
事
業
者
と
同
様
に

課
税
売
上
高
に
代
え
て
特
定
期

間
に
お
け
る
所
得
税
法
に
規
定

す
る
給
与
等
の
支
払
明
細
書
の

支
払
合
計
額
で
判
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

�

適
用
時
期

上
記
の
改
正
は
、
事
業
者
の

事
務
負
担
へ
の
配
慮
及
び
混
乱

を
来
た
さ
な
い
よ
う
配
慮
し
、

そ
の
年
又
は
そ
の
事
業
年
度
が

平
成
２４
年
１０
月
１
日
以
後
に
開

始
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

�

問
題
点

今
回
の
改
正
は
、
消
費
税
法

に
お
い
て
課
税
事
業
者
の
判
定

を
そ
の
課
税
期
間
の
前
々
課
税

期
間
と
し
て
い
る
こ
と
に
基
因

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
前
年

又
は
前
事
業
年
度
の
課
税
売
上

高
を
基
準
と
す
る
パ
ッ
チ
ワ
ー

ク
的
な
改
正
で
は
本
質
的
な
見

直
し
に
な
ら
な
い
。

消
費
税
は
転
嫁
す
る
こ
と
を

予
定
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
間

接
税
と
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、

そ
の
負
担
は
消
費
者
、
納
税
義

務
者
を
事
業
者
と
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
事
業
者
が
事
業
を
行

う
場
合
に
は
、
す
べ
て
の
事
業

者
を
課
税
事
業
者
と
す
べ
き
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
現
政
権
が
将

来
イ
ン
ボ
イ
ス
方
式
を
導
入
す

る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と

と
の
兼
ね
合
い
か
ら
免
税
事
業

者
の
存
在
は
、
原
則
と
し
て
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

か
つ
て
の
売
上
税
法
案
に
お
い

て
、
免
税
事
業
者
が
経
済
取
引

か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
と
い

う
大
き
な
失
敗
を
反
面
教
師
と

し
て
納
税
義
務
を
根
本
的
に
見

直
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

２

課
税
売
上
割
合
９５

％
に
よ
る
仕
入
税
額

控
除
の
適
用
対
象
者

の
限
定
（
消
法
３０
②
）

９５
％
基
準
に
よ
る
仕
入
税
額

控
除
は
、
事
業
者
の
う
ち
原
則

課
税
方
式
を
採
用
し
て
い
る
も

の
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
の

課
税
期
間
の
課
税
売
上
割
合
が

９５
％
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
課
税
仕
入
れ
の
目
的
に
か

か
わ
ら
ず
そ
の
課
税
期
間
の
課

税
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
の

全
額
を
控
除
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

今
回
の
改
正
は
、
課
税
仕
入

れ
の
目
的
に
合
わ
せ
た
税
額
控

除
の
整
備
と
９５
％
を
ク
リ
ア
す

る
こ
と
に
よ
る
納
付
し
な
い
仕

入
税
額
が
益
税
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
批
判
に
対
処
す
る
こ
と

を
含
め
た
改
正
と
い
え
る
。

�

改
正
の
内
容

イ

適
用
対
象
者
（
消
法
３０

①
）

そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課

税
売
上
割
合
が
９５
％
以
上
の
場

合
に
お
い
て
、
課
税
仕
入
れ
等

の
税
額
の
全
額
を
仕
入
税
額
控

除
で
き
る
消
費
税
の
制
度
の
適

用
対
象
者
を
そ
の
課
税
期
間
の

課
税
売
上
高
が
５
億
円
以
下
の

事
業
者
に
限
定
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
課
税
期

間
の
課
税
売
上
高
５
億
円
を
超

え
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
課
税
期
間
に
つ
い
て
簡
易
課

税
制
度
の
適
用
を
受
け
る
事
業

者
を
除
い
て
、
仕
入
税
額
控
除

に
つ
い
て
は
「
個
別
対
応
方

式
」
又
は
「
一
括
比
例
配
分
方

式
」
の
い
ず
れ
か
の
方
式
に
よ

り
計
算
し
、
５
億
円
超
の
事
業

者
は
課
税
売
上
割
合
に
よ
り
計

算
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま

り
、
課
税
売
上
高
５
億
円
超
の

事
業
者
及
び
５
億
円
以
下
の
事

業
者
で
課
税
売
上
割
合
が
９５
％

未
満
の
者
は
、
原
則
課
税
方
式

に
よ
り
仕
入
税
額
控
除
額
を
計

算
す
る
こ
と
と
な
る
。

ロ

判
定
基
準
と
な
る
課
税

売
上
高
（
消
法
９
②
）

イ
の
適
用
対
象
者
の
判
定
の

基
礎
と
な
る
そ
の
課
税
期
間
の

課
税
売
上
高
は
、
売
上
げ
に
係

る
対
価
の
返
還
等
に
係
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
（
税
抜
金

額
）
を
い
い
、
課
税
期
間
が
１

年
未
満
の
事
業
者
、
た
と
え
ば

新
規
設
立
の
新
設
法
人
で
そ
の

事
業
年
度
の
月
数
が
１
年
未
満

で
あ
る
も
の
、
短
期
の
課
税
期

間
を
選
択
し
て
い
る
事
業
者
に

つ
い
て
は
、
そ
の
課
税
期
間
に

お
け
る
課
税
売
上
高
を
年
換
算

し
た
金
額
を
い
う
。

ハ

適
用
時
期

イ
の
改
正
は
、
事
業
者
の
事

務
負
担
に
配
慮
し
、
必
要
な
準

備
期
間
を
十
分
に
取
る
と
い
う

こ
と
か
ら
平
成
２４
年
４
月
１
日

以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
か

ら
適
用
す
る
。

�

実
務
へ
の
対
応
等

い
わ
ゆ
る
９５
％
基
準
の
適
用

除
外
と
な
る
課
税
売
上
高
５
億

円
超
の
事
業
者
に
つ
い
て
は
、

平
成
２４
年
４
月
１
日
以
後
開
始

す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
す
る

が
、
い
わ
ゆ
る
損
益
科
目
の
う

ち
管
理
費
が
課
税
仕
入
れ
の
目

的
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
共
通

仕
入
れ
に
な
る
と
い
う
固
定
概

念
を
払
拭
し
、
す
べ
て
の
課
税

仕
入
れ
を
「
課
税
売
上
げ
に
の

み
要
す
る
も
の
」
、「
非
課
税
売

上
げ
に
の
み
要
す
る
も
の
」
及

び
「
課
税
・
非
課
税
に
共
通
し

て
要
す
る
も
の
」
に
区
分
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
区
分
を
含

め
て
の
事
務
負
担
は
、
相
当
過

重
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
こ
と
か
ら
新
た
な
会
計

ソ
フ
ト
の
選
定
、
予
算
措
置
、

課
税
仕
入
れ
の
区
分
基
準
及
び

そ
の
判
定
部
署
・
担
当
者
の
確

定
等
に
つ
い
て
今
か
ら
対
応
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

３

仕
入
税
額
控
除
に

関
す
る
明
細
書
添
付

の
義
務
化

消
費
税
に
お
い
て
は
、
課
税

仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
が
課

税
売
上
げ
に
係
る
消
費
税
額
を

超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に

は
、
こ
の
超
え
る
部
分
の
税
額

を
還
付
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お

り
、
こ
れ
に
は
消
費
税
の
還
付

申
告
書
（
消
法
５２
）
を
提
出
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

改
正
前
の
手
続
と
し
て
、
所

轄
税
務
署
か
ら
の
「
仕
入
税
額

控
除
に
関
す
る
明
細
書
」
の
任

意
提
出
依
頼
を
受
け
て
事
業
者

が
こ
れ
を
提
出
し
て
い
た
。
そ

の
明
細
書
に
は
控
除
対
象
取
引

金
額
（
還
付
税
額
の
費
目
、
金

額
、
消
費
税
額
）
、
還
付
事
由
の

発
生
理
由
及
び
主
な
課
税
仕
入

れ
等
を
記
載
し
て
い
た
。

今
回
の
改
正
に
お
い
て
、
こ

の
消
費
税
額
の
還
付
に
つ
い
て

は
、「
仕
入
税
額
控
除
に
関
す
る

明
細
書
」
の
添
付
を
法
定
要
件

と
し
、
記
載
内
容
も
見
直
し
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
改
正
事
項
は
、
準
備
期

間
も
必
要
な
こ
と
か
ら
平
成
２４

年
４
月
１
日
以
後
に
提
出
す
る

還
付
申
告
書
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

４

還
付
加
算
金
の
計

算
期
間

確
定
申
告
に
よ
り
確
定
し
た

消
費
税
に
つ
い
て
更
正
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正

に
基
づ
き
中
間
納
付
額
が
還
付

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
還
付
加

算
金
の
計
算
期
間
に
つ
い
て
、

会
計
検
査
院
か
ら
の
意
見
表
明

を
受
け
て
申
告
納
税
額
の
過
誤

納
金
に
係
る
還
付
加
算
金
の
計

算
期
間
と
の
均
衡
を
考
慮
し

て
、
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限

の
翌
日
か
ら
更
正
の
日
の
翌
日

以
後
１
月
を
経
過
す
る
日
（
当

該
更
正
が
更
正
の
請
求
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
更
正
の
請
求
の
日
の
翌
日
以

後
３
月
を
経
過
し
た
日
と
当
該

更
正
の
日
の
翌
日
以
後
１
月
を

経
過
し
た
日
と
の
い
ず
れ
か
早

い
日
）
ま
で
の
日
数
は
、
そ
の

計
算
期
間
に
算
入
し
な
い
改
正

が
行
わ
れ
る
。

５

消
費
税
の
不
正
還

付
の
未
遂
罪
の
創
設

３
に
示
し
た
と
お
り
、
消
費

税
で
は
仕
入
税
額
が
過
大
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る

金
額
を
還
付
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
制
度
を
悪
用
し

た
還
付
事
件
が
相
当
数
発
生
し

て
い
る
。

３
に
よ
る
「
仕
入
税
額
控
除

に
関
す
る
明
細
書
」
の
提
出
に

よ
り
消
費
税
の
不
正
還
付
を
防

止
す
る
ほ
か
、
消
費
税
の
不
正

還
付
の
未
遂
に
つ
い
て
改
正
前

は
、
処
罰
規
定
が
な
か
っ
た

が
、
今
回
の
改
正
で
消
費
税
の

不
正
還
付
の
未
遂
を
処
罰
す
る

規
定
を
創
設
し
、
１０
年
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
１
０
０
０
万
円

（
情
状
に
よ
り
脱
税
額
）
以
下

の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併
科
と

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

平
成
２３
年
度
消
費
税
法
改
正
に
つ
い
て

岩下忠吾
【江東西】
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